
 

 

 

議案第３７号                 【街づくり支援部建築課】 

 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 

 

 本案は、都市計画が変更された品川駅周辺地区地区計画並びに都市計画決定

された田町駅西口駅前地区地区計画及び六本木五丁目西地区地区計画の区域

内における建築物の制限を定めるものです。 

 

 【各地区の街づくりの概要】 

  ①品川駅周辺地区 

   本地区及びその周辺では、リ ニア中央新幹線や国道１ ５ 号等の整備事業が行われてい

ます。 また、 鉄道線路上空を 有効活用し た歩行者通路、 広場等の一体的な整備等による

国際交流拠点にふさ わし い都市機能の導入等を 進めています。  

  ②田町駅西口駅前地区 

   本地区は交通利便性が高く 、周辺は産官学連携に適し た特性を有し ており 、駅前のオ

ープンスペースの整備、駅を中心と し た複数の交通手段を つなぐ 拠点の形成及び産業支

援機能の誘導による国際性豊かなにぎわいある市街地の形成を目指し ています。  

  ③六本木五丁目西地区 

地下鉄六本木駅に近い本地区は、 交通利便性が高く 、 駅まち広場、 バリ アフ リ ー動線

等の六本木駅前の拠点を 支える都市基盤を 整備すると と も に、国際競争力強化に資する

都市機能の導入による、 魅力的な市街地の形成を目指し ています。  

 

 【条例改正の内容】 

  ①品川駅周辺地区地区計画の都市計画の変更 

   ・ 地区整備計画の区域について、 条例で引用し ている東京都告示番号を 変更し ます。 

   ・ 計画地区に新たに区域を加えます。  

   ・ 計画地区の区域に建築し てはいけない建築物、 建築物の壁面の位置及び建築物の 

建築の限界の制限を 定めます。  

  ②田町駅西口駅前地区地区計画及び六本木五丁目西地区地区計画の都市計画の決定 

・ 条例の適用区域に田町駅西口駅前地区地区整備計画及び六本木五丁目西地区地区 

整備計画を 加えます。  

   ・ 各計画地区に建築し てはいけない建築物及び建築物の壁面の位置の制限を定めま 

    す。  

 

 【施行期日】 
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